
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

三
五
八

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

三
五
八

公

告

○
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

三
五
九

○
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
件

三
五
九

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
二
件

三
六
〇

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
件

三
六
〇

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
件

三
六
一

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
件

三
六
一

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
取
り
消
し
た
件

三
六
二

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
取
り
消
し
た
件

三
六
二

福
島
県
監
査
委
員

○
地
方
自
治
法
に
よ
り
、
包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
等
を
告

示
す
る
件

三
六
三

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
八
月
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

ム
ナ
カ
タ
薬

耶
麻
郡
猪
苗

有
限
会
社
ム

耶
麻
郡
猪
苗
代
町

令
和
四
年
三

居
宅
療
養

局

代
町
字
本
町

ナ
カ
タ
薬
局

字
カ
キ
田
三
九
一

月
一
日

管
理
指
導

二
五
―
一

番
地
一

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
八
月
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

相
馬
郡
新
地
町

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

九
月
一
三
日

新
地
町
役
場

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
後
二
時
か
ら

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
後
四
時
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

相
馬
市

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

九
月
一
四
日

ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

ナ
そ
う
ま

り

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

九
月
一
五
日

同

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
一
時
ま
で

───────────────────────────────────────────────────────────
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南
相
馬
市

同

小
高
保
健
福
祉
セ

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

ン
タ
ー

午
後
三
時
ま
で

九
月
二
七
日

原
町
生
涯
学
習
セ

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

ン
タ
ー
「
サ
ン
ラ

午
後
四
時
ま
で

イ
フ
南
相
馬
」

九
月
二
八
日

同

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

九
月
二
九
日

鹿
島
体
育
館

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

相
馬
郡
飯
舘
村

同

交
流
セ
ン
タ
ー

午
後
二
時
三
〇
分
か
ら

ふ
れ
愛
館

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

九
月
三
〇
日
か
ら
一
〇
月

福
島
県
計
量
検
定

町
村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

二
八
日
ま
で
（
土
曜
日
、

所

も
の

日
曜
日
及
び
祝
日
を
除

く
。
）

午
前
九
時
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

相
馬
市
、
南
相
馬
市
、

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

相
馬
郡
新
地
町
及
び
同

一
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

郡
飯
舘
村

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

（
計
量
検
定
所
）

公

告

公
告
第
百
七
十
八
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更

す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
八
月
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
福
島
県

事
務
所
の

南
相
馬
市
原
町
区

南
相
馬
市
原
町
区

令
和
四
年
四

福
祉
事
業
協
会

所
在
地

桜
井
町
一
丁
目
七

桜
井
町
一
丁
目
九

月
一
日

七
番
地
二

九
番
地

（
雇
用
労
政
課
）

公
告
第
百
七
十
九
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
十
一
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
八
月
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
日
時

令
和
四
年
十
月
十
四
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
多
目
的
ホ
ー
ル
、
研
修
室
（
郡
山
市
待
池
台
一
丁
目
十
二
番
地
）

三

受
験
願
書
の
提
出
期
間

令
和
四
年
八
月
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
火
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、

同
日
付
け
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

四

受
験
願
書
の
提
出
先

最
寄
り
の
福
島
県
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
と
す
る
。

五

受
験
手
数
料

八
千
百
円
と
し
、
相
当
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消
印
は

───────────────────────────────────────────────────────────
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し
な
い
こ
と
。
）
。

六

そ
の
他

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
企
業
立
地
課
又
は
各
福
島
県
地

方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
郵
送
に
よ
り
照
会
す

る
場
合
は
、
宛
先
明
記
の
八
十
四
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
又
は
返
信
用
は
が
き
を
必
ず
同
封

す
る
こ
と
。

（
企
業
立
地
課
）

公
告
第
百
八
十
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
八
反

田
川
、
天
戸
川
、
産
ヶ
沢
川
、
佐
久
間
川
及
び
滝
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の

区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並

び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降

雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

公
告
第
百
八
十
一
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
谷
津

田
川
、
堀
川
及
び
隈
戸
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に

想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平

成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫

し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ４ ５ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 。
令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運
転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 住 所 代表者の氏名 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地

株 式 会 社 須 賀 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石 笹 川 信 也 須 賀 川 ド ラ 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石
川 ド ラ イ ビ ン 町蒲之沢町 382番地 イ ビ ン グ ス 町蒲之沢町 353番地
グ ス ク ー ル ク ー ル

株 式 会 社 小 名 福 島 県 い わ き 市 小 飯 塚 一 雄 小 名 浜 自 動 福 島 県 い わ き 市 小
浜 自 動 車 学 校 名浜字富岡向 147番 車 学 校 名浜字富岡向 147番

地 地

株 式 会 社 福 陽 福 島 県 い わ き 市 錦 吉 野 嘉 晃 福 陽 自 動 車 福 島 県 い わ き 市 錦
自 動 車 教 習 所 町 上 川 田 19番 地 教 習 所 町 上 川 田 19番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 須 賀 川 ド ラ イ ビ ン グ ス ク ー ル

運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢
者 講 習 同 等 ）

⑵ 小 名 浜 自 動 車 学 校
規 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者 講 習 同 等 ）
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⑶ 福 陽 自 動 車 教 習 所
規 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者 講 習 同 等 ）

３ 認 定 年 月 日
令 和 ４ 年 ７ 月 11日

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ４ ６ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 10 5号 ） 第 108条 の 32の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 。
令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運
転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 住 所 代表者の氏名 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地

株 式 会 社 須 賀 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石 笹 川 信 也 須 賀 川 ド ラ 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石
川 ド ラ イ ビ ン 町蒲之沢町 382番地 イ ビ ン グ ス 町蒲之沢町 353番地
グ ス ク ー ル ク ー ル

株 式 会 社 小 名 福 島 県 い わ き 市 小 飯 塚 一 雄 小 名 浜 自 動 福 島 県 い わ き 市 小
浜 自 動 車 学 校 名浜字富岡向 147番 車 学 校 名浜字富岡向 147番

地 地

株 式 会 社 福 陽 福 島 県 い わ き 市 錦 吉 野 嘉 晃 福 陽 自 動 車 福 島 県 い わ き 市 錦
自 動 車 教 習 所 町 上 川 田 19番 地 教 習 所 町 上 川 田 19番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 方 法 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 須 賀 川 ド ラ イ ビ ン グ ス ク ー ル
ア 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８
号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査
（ 認 知 機 能 検 査 同 等 ）

イ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）
⑵ 小 名 浜 自 動 車 学 校
ア 規 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 同 等 ）
イ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）

⑶ 福 陽 自 動 車 教 習 所
ア 規 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 同 等 ）
イ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）

３ 認 定 年 月 日
令 和 ４ 年 ７ 月 11日

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ４ ７ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 講 習 機 関

に 係 る 指 定 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。
令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に そ の 者 が 指 定 講 習
機 関 の 業 務 を 行 っ て い た 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 株 式 会 社 中 央 総 合 自 動 車 学 校
住 所 福 島 県 郡 山 市 大 槻 町 字 新 池 下 １ 番 地
代 表 者 の 氏 名 今 野 正 仁
事 務 所 の 名 称 中 央 総 合 自 動 車 学 校
事 務 所 の 所 在 地 福 島 県 郡 山 市 大 槻 町 字 新 池 下 １ 番 地

２ 指 定 を 取 り 消 し た 特 定 講 習 の 種 別
⑴ 普 通 免 許 、 二 輪 免 許 及 び 原 付 免 許 に 係 る 初 心 運 転 者 講 習
⑵ 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 初 心 運 転 者 講 習

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３ 指 定 取 消 年 月 日

令 和 ４ 年 ７ 月 20日
（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ４ ８ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 教 育 の 認 定 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。
令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 認 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運 転 免 許 取 得 者 等
教 育 の 業 務 を 行 っ て い た 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 株 式 会 社 中 央 総 合 自 動 車 学 校
住 所 福 島 県 郡 山 市 大 槻 町 字 新 池 下 １ 番 地
代 表 者 の 氏 名 今 野 正 仁
施 設 の 名 称 中 央 総 合 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 郡 山 市 大 槻 町 字 新 池 下 １ 番 地

２ 認 定 を 取 り 消 し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 課 程 ペ ー パ ー ド ラ イ バ ー 講 習

⑵ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 課 程 ペ ー パ ー ラ イ ダ ー 講 習
⑶ 規 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程 認 定 高 齢 者 講 習
⑷ 規 則 第 １ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 課 程 シ ル バ ー 安 全 運 転 講 習
⑸ 規 則 第 １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 課 程 安 全 運 転 講 習 ・ 山 岳 道 路 の 運 転 ・ 冬 道 の 運 転

（ 冬 季 限 定 ）
⑹ 規 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 認 定 更 新 時 講 習
⑺ 規 則 第 １ 条 第 ８ 号 に 掲 げ る 課 程 安 全 運 転 習 熟 講 習

３ 認 定 取 消 年 月 日
令 和 ４ 年 ７ 月 20日

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ４ ９ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ３ 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 第 108条 の 32の ２ 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を 次 の と お り 取
り 消 し た 。

令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江

１ 認 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運 転 免 許 取 得 者 等
検 査 の 業 務 を 行 っ て い た 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 株 式 会 社 中 央 総 合 自 動 車 学 校
住 所 福 島 県 郡 山 市 大 槻 町 字 新 池 下 １ 番 地
代 表 者 の 氏 名 今 野 正 仁
施 設 の 名 称 中 央 総 合 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 郡 山 市 大 槻 町 字 新 池 下 １ 番 地

２ 認 定 を 取 り 消 し た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 方 法 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法 の 区 分 認 定 認 知 機 能 検 査

⑵ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法 の 区 分 認 定 運 転 技 能 検 査
３ 認 定 取 消 年 月 日

令 和 ４ 年 ７ 月 20日
（ 運 転 免 許 課 ）
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福 島 県 監 査 委 員 告 示 第 １ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 252条 の 32第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 告 示

す る 。
令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

１ 包 括 外 部 監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者 の 氏 名 及 び 住 所

氏 名 住 所

齋 藤 紀 朗 福 島 県 郡 山 市 咲 田 二 丁 目 ３ 番 ６ 号

村 上 芳 文 福 島 県 郡 山 市 大 町 一 丁 目 16番 ８ 号

勝 田 博 之 福 島 県 福 島 市 森 合 字 丹 波 谷 地 29番 地 の 24

伊 藤 真 大 福 島 県 会 津 若 松 市 城 南 町 ２ 番 ７ 号

須 賀 俊 一 福 島 県 伊 達 市 保 原 町 字 四 丁 目 15番 地 ４

只 森 健 一 宮 城 県 仙 台 市 泉 区 高 森 七 丁 目 42番 地 の 15

２ 当 該 監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者 が 包 括 外 部 監 査 人 の 監 査 の 事 務 を 補 助 で き る 期 間
令 和 ４ 年 ８ 月 ６ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月 31日 ま で

（ 監 査 総 務 課 ）


